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働き方改革関連法への対応

就業規則整備の
ポイントと運用実務

2020年1月23日（木） 13：00〜16：30
ＫＥＲセミナールーム（鹿児島銀行本店別館ビル４階）

【対象者】 経営者・人事担当責任者

＜申込先・照会先＞ 鹿児島銀行グループ株式会社九州経済研究所 経営支援部
〒892-0822 鹿児島市泉町３番３号 鹿児島銀行本店別館ビル７階 http：//www.ker.co.jp

TEL：０９９－２２３－５２９９ FAX：０９９－２２７－３０２５

カリキュラム

１．働き方改革関連法の目的とは何か？
（１）押さえておくべきポイント

２．チェックしてみよう！
（１）就業規則等の対応お済ですか？

３．就業規則の整備と運用実務
（就業規則にはこう定める！）

（１）時間外労働上限の法定化と就業規則への規定例
①新36協定の締結の留意点と就業規則の関係
②健康福祉確保措置とは？ ほか

（２）フレックスタイム制のメリットと就業規則への規定例
①今注目されている

フレックスタイム制の運用と実務ポイント ほか
（３）勤務間インターバル活用のポイント
①安全配慮義務と勤務間インターバル
②就業規則への規定例、助成金の活用ほか

（４）高プロに学ぶ！企業の労務リスク対策と
就業規則への規定例

講師 江原 充志（社会保険労務士法人 HR Ｔｒｕｓｔ 代表社員）

特定社会保険労務士

（５）年次有給休暇の付与義務と就業規則への規定例
①時期指定した年休を取り消せるか？
②計画年休との違い、休職者、育休者と年休付与義務 ほか

（６）兼業・副業
①兼業・副業を許可すべきか？
②兼業・副業への許可規定例 ほか

（７）増加するテレワーク（在宅勤務）への対応、
就業規則への規定例

①テレワークの労働時間管理はどうするか？
②ガイドラインを読み解く ほか

（８）事業主による労働時間把握義務とは？
①労基法と安全衛生法の両面から検討する必要がある
②医師による面接指導の規定例

（９）施行間近！同一労働同一賃金への対応
①同一労働同一賃金とは何か？

（正しい理解と課題の整理）
②制度導入と企業のメリット
③まず何をしなければならないか

（就業規則をチェックしてみよう） ほか

鹿児島銀行グループ 株式会社九州経済研究所 ＫＥＲ特別セミナー

【料金（税込）】 KER会員：13,200円 一 般：18,700円

日本の労働の歴史から見ても大きな変革であると言える今回の働き方関連法案。
すでにそれぞれの企業でも働き方を見直す取り組みは進んでいますが、法律の施行に
よって働き方改革はさらに後押しされることが見込まれます。
本セミナーでは、働き方改革関連法の正しい知識を身につけるとともに、働きやすい職場
づくりのカギとなる、就業規則整備のポイントと運用実務を分かりやすくお伝えします。

平成12年10月独立開業。開業当初より、弁護士等の法律専門家との連携を図り、就業規則に関するコンサルティング、
人事・労務に関するリスクマネジメントを中心に業務を展開する。
また、各種助成金に関するコンサルティングやアウトソーシング業務（社会保険・労働保険関係業務）も積極的に
手がける、県内トップクラスの事務所である。
平成29年8月1日、法人組織化し、事務所名を「社会保険労務士法人 HR Trust（エイチアール トラスト）」に改称。
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